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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

労
働
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
五
十
九
回
国
会
閣
法
第
八
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
迅
速
な
解
決
を
図
り
、
安
定
し
た
労
使
関
係
を
長
期
的
に
維
持
、
確
保
す
る
た
め
、

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
手
続
及
び
体
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
体
制
の
整
備

１

都
道
府
県
労
働
委
員
会

イ

「
地
方
労
働
委
員
会
」
の
名
称
を
「
都
道
府
県
労
働
委
員
会
」
に
変
更
す
る
。

ロ

都
道
府
県
労
働
委
員
会
は
、
政
令
に
定
め
る
定
数
に
使
用
者
委
員
、
労
働
者
委
員
及
び
公
益
委
員
各
二
人
を
加
え
た

数
で
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
公
益
委
員
の
う
ち
二
人
以
内
は
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

合
議
体
に
よ
る
審
査
等

イ

中
央
労
働
委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
、
公
益
委
員
五
人
に
よ
る
合
議
体
で
、
不
当
労
働
行
為
事
件
等
の
処
理
（
以
下

「
審
査
等
」
と
い
う

）
を
行
う
。

。
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ロ

都
道
府
県
労
働
委
員
会
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
益
委
員
五
人
又
は
七
人
に
よ
る
合
議
体
で
、
審
査

等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二

不
当
労
働
行
為
事
件
の
審
査
手
続
の
整
備

１

労
働
委
員
会
は
、
審
問
開
始
前
に
、
当
事
者
双
方
の
意
見
を
聴
い
て
、
調
査
を
行
う
手
続
に
お
い
て
整
理
さ
れ
た
争
点

及
び
証
拠
、
審
問
の
回
数
、
救
済
命
令
等
の
交
付
予
定
時
期
等
を
記
載
し
た
審
査
の
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

労
働
委
員
会
は
、
当
事
者
の
申
立
て
又
は
職
権
に
よ
り
、
証
人
等
の
出
頭
や
物
件
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

労
働
委
員
会
は
、
審
査
の
途
中
に
お
い
て
、
い
つ
で
も
、
当
事
者
に
和
解
を
勧
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

労
働
委
員
会
は
、
審
査
の
期
間
の
目
標
を
定
め
る
と
と
も
に
、
目
標
の
達
成
状
況
そ
の
他
の
審
査
の
実
施
状
況
を
公
表

す
る
。

三

訴
訟
に
お
け
る
物
件
提
出
の
制
限

労
働
委
員
会
の
物
件
提
出
命
令
に
反
し
て
物
件
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
は
、
労
働
委
員
会
の
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
に

お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
当
該
物
件
を
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四

そ
の
他
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、

、

、

、

１

中
央
労
働
委
員
会
は

都
道
府
県
労
働
委
員
会
に
対
し

そ
の
処
理
す
る
事
務
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

必
要
な
勧
告

助
言
若
し
く
は
事
務
局
職
員
等
の
研
修
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

罰
金
及
び
過
料
の
上
限
額
を
引
き
上
げ
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
四
の
１
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


